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一　は じ め に

　いわゆる権利能力なき社団については、最高裁判所第一小法廷昭和39年10月
15日判決（民集18巻８号1671頁、以下「昭和39年判決」）が「権利能力のない
社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則
が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてそ
の組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要
な点が確定しているものでなければならないのである。」と判示することで、
その成立要件を明確にした。その一方で、2008年に「一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律」が施行されたことによって、特別法によらなくとも、営
利を目的としない団体が法人格を取得する途が開かれた。そのため、公益も営
利も目的とせず、しかし法人となるための特別法が存在しないため法人格を取
得することができない団体を救済するための概念である「権利能力なき社団」
の必要性はかなり低くなったといえる。そしてその背後には、法人格の取得が
可能であるにもかかわらず法人格を取得しないでいる団体についてまで、権利
能力なき社団概念を用いて、本来法人のみが享受することのできる諸利益を認
める必要はない、との価値判断があるように思われる。
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　しかしながら、仮に権利能力なき社団概念を用いないものとした場合、法人
格を取得していない団体は、たとえ前記昭和39年判決の諸要件を充たしていて
も、民法上の組合として扱われることとなるが、それは適切なのであろうか。
　そこで本稿では、権利能力なき社団に関する裁判例のうち、特に当該団体が
権利能力なき社団にあたるのか、それとも民法上の組合にあたるのかが争点と
されたものを分析することを通して、権利能力なき社団概念が果たしている機
能を明確にし、この概念の必要性を再検討することを目的とする1）。

二　裁判例における権利能力なき社団概念の機能

１　分析の対象

　本稿では、問題意識との関係から、分析の対象とする裁判例を次のものに限
定する。まず第一に、権利能力なき社団概念が判例上確立されたのは上記昭和
39年判決においてであると考え、昭和39年判決以降の裁判例に限定する。第二
に、一定の団体の存在が認定されている裁判例に限定し、「個人としての取引
関係があったにすぎない」等、団体の存在が認定されなかった裁判例は、分析
の対象としない。第三に、当該団体が権利能力なき社団にあたると認定される
か、それとも民法上の組合にあたると認定されるのかが、事案の解決に一定の
影響を及ぼす裁判例に限定する。

２　裁　判　例

［１］東京地方裁判所昭和41年12月20日判決2）

　［事案の概要］Ｙが「全国学童横断陸橋設置促進会」の常任理事の肩書を付
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 1）　権利能力なき社団に関する裁判例の分析を行っている文献として、河内宏『権利
能力なき社団・財団の判例総合解説』（信山社、2004年）、大場民男編著『事例にみ
る法人格なき団体』（新日本法規、2012年）がある。

 2）　判例タイムズ205号156頁。

	



して振り出した約束手形について、ＸがＹに対して、同会は財団法人設立を目
的とした発起人組合にすぎないとして、同会の構成員としての手形上の責任を
追及。これに対してＹは、同会は権利能力なき社団にあたり、本件手形の振出
責任を負うのは同会であってＹ個人ではないと主張した。
　［判旨］請求認容。「権利能力なき社団といいうるためには、これが団体とし
ての組織を備え構成員の資格、代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他
社団として主要な点が規則として確定しているものであることを要するとこ
ろ、……構成員の資格、総会の運営、財産の管理等社団としての主要な点を確
定する規則が存在することについては、何等の主張、立証がないので、結局同
会がＹ主張のような権利能力なき社団に該るものと認めることができないばか
りでなく、……同会それ自体が最終目的の団体ではなくて財団法人の設立を志
向する者がそのために尽力すべきことを約束して結成し活動を続けているとこ
ろのいわば準備的、手段的な団体として、Ｙ等同会の構成員の間に民法上の組
合関係でもしているものと認めるのが相当である。従って、Ｙは、民法上の組
合たる性質を有する同会のためにその構成員であると共に代表者である自己が
代表者名義で振出した本件手形について、共同振出人の一員として他の構成員
と共に合同責任を負うものといわなければならない。」

［２］福岡地方裁判所昭和44年12月24日判決3）

　［事案の概要］建物を競落したＸが、馬術振興と会員相互の親善を計る目的
で結成され本件建物を占有するＹ（福岡愛馬会）に対して、本件建物の明渡し
と明渡しまでの賃料相当の損害金の支払いを求めて訴えを提起。Ｘが、Ｙは法
人に非ざる社団であると主張したのに対して、Ｙは、民事訴訟法（旧）46条（現
29条。執筆者注。以下同じ）の法人格なき社団で代表者の定めあるものに該当
せず当事者能力がない、と主張した。
　［判旨］訴え却下。「民事訴訟法第46条に規定する権利能力なき社団とは、法
人格こそないけれども実体がなお法人と変らぬ団体については当事者能力を与
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 3）　判例時報593号83頁。
	



えて紛争解決を計る必要あることから認められた制度であるから、実質上社団
と認め得る程度に団体の組織を備えている場合、即ち民法上の社団法人に準じ
て内部組織、団体の意思決定手続、代表の方法、財産の管理等各構成員とは独
立して活動する団体と認められる程度の社団性を備えた場合を指すものと考え
られる。」「これに反し同じく私法上権利能力を有しない団体に組合があり組合
にあってはこれを組織する組合員個人が独立の存在を示しただ共同の目的を達
成するために必要な限度で統制され、そこに社団性を取得するものであって、
これは組合員とは独立した組織体が認められない場合で権利義務は組合員個人
に帰属する団体である。」「法人格なき社団として民事訴訟上当事者能力を有す
るには、その代表者の訴訟行為により社団の権利関係が確定するけれども社団
は構成員と独立して存在するから訴訟の結果は直接その構成員に影響を及ぼさ
ないことが前提となっていなければならない。従って団体の性格からみて構成
員がその団体中に重要な存在を有する場合には訴訟の結果が構成員に及ぶ危険
がありかかる場合にその団体に当事者能力を認めるのは相当ではない。」「結局
当事者能力を有する法人格なき社団と認められるためには代表者の定めがあり
その団体が構成員から独立した存在が認められる程度の社団性を備える必要が
あると考えられ、その判断は前記のとおり団体の内部組織代表者の定め、意思
決定手続、財産管理等の規則の定めを民法の社団法人の規定に照らして考慮す
ることとなるものと考える。」「以上Ｙの社団性を考えると、同会は馬術愛好家
が出資して馬術振興並に会員相互の親善を計る目的で共同事業として同会を結
成し、共同で同会を管理運営している民法上の組合と認められ、これをもって
民事訴訟法第46条の法人に非ざる社団にして代表者あるものと解することはで
きない。」

［３］東京地方裁判所昭和58年３月22日判決4）

　［事案の概要］Ｙは「新日本建設工業協同組合」という名称の中小企業等協
同組合法による事業協同組合の設立を企画し、その発起人代表の肩書および同
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 4）　判例タイムズ502号186頁。
	



協同組合理事長の肩書を使用してＸらから出資金等を受領していたところ、こ
の協同組合は設立に至らず不成立に終った。そこでＸらがＹに対して、出資金
の返還等を求めて訴えを提起した。
　［判旨］一部認容。「Ｙ、Ａ及びＢの三者間において事業協同組合の設立を目
的とする民法上の組合契約が成立……したものと認めることはできるとして
も、事業協同組合の設立のための定款の作成さえなく、構成員相互の関係を定
める内部規則も業務執行の監督機関もないものであったのであるから、いわゆ
る権利能力なき社団としての設立中の事業協同組合の創立があったとまで認め
ることはできないといわなければならない。そうすると、Ｙが新日本建設工業
協同組合理事長の肩書をもってした前示出資金の受領、組合費の徴収、請負代
金の取立代理、条件付礼金の受領等は右民法上の組合を代理してなされたもの
とみるのが相当であり、……それらの法的効果は右の民法上の組合に帰属する
ものといわなければならない。」そしてこれらのうち、出資金の返還債務、取
立てた請負代金の返還債務、前渡した礼金の返還債務については「組合員たる
Ｙ、Ａ及びＢにおいて、均一の割合をもって負担すべきものといわなければな
らない。」「Ｙは、「新日本建設工業協同組合」はいわゆる権利能力なき社団と
して実在し、活動していたもので、本件の出資金の払込受領等もその社団の行
為であるから、社団の財産のみが引当てになるべきである旨主張……している
が、右に主張する「新日本建設工業協同組合」が未だ権利能力なき社団とみら
れるものでないこと……は前示認定のとおりであるから、Ｙの主張もまた採用
できないといわなければならない。」

［４］東京高等裁判所昭和59年７月19日判決5）

　［事案の概要］Ａ会社が倒産し、債権者集会が開催された。そしてその席上、
Ａ会社の売掛代金債権の保全および回収ならびに回収金の債権者への債権額に
応じた公平な配分を目的として、集会に参集したＡ会社の債権者およびその後
に債権の届出をした債権者がそのＡ会社に対する債権を出資してその構成員と
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 5）　訟務月報30巻12号2744頁。
	



なり、「株式会社Ａ債権者委員会」（Ｘ）が設立された。その後ＹがＡ会社に対
する滞納処分として、Ｘ代理人Ｂ名義の預金債権を差し押えたため、ＸがＹに
対して訴えを提起。Ｘが、本件預金債権は法人に非ざる社団であるＸに帰属す
るものであり、したがって本件預金債権がＡ会社に帰属するものとしてなされ
た本件差押処分は無効であると主張してその無効確認を求めたのに対して、Ｙ
は、ＸはＡ会社の債務を整理するための一機関にすぎず、法人に非ざる社団と
しての要件を具備していないから、当事者能力を持たず、したがって本件訴え
は不適法である、と主張した。
　［判旨］原判決取消・差戻し。「民事訴訟法第46条の定める「法人ニ非サル社
団」には、団体としての組織を備え、構成員の変更があっても団体そのものが
同一性をもって存続し、その団体の代表、意思決定の方法及び機関、業務の執
行、財産の管理その他団体として必要な事項に関する定めが確定しているなど
によりいわゆる権利能力なき社団に該当するものと認められる団体のほか、民
法上の組合契約によって結成された団体であっても、組合員及び組合財産が特
定の共同目的の遂行のために強く結合され、組合員の組合財産に対する共有の
持分権又は分割請求権も否定されて組合財産が総組合員に総有的に帰属するも
のと解されるものも含まれるのであって、その代表者の定めがある場合には、
同条の規定により当事者能力を有するものと解するのが相当である（最高裁判
所昭和37年12月18日第三小法廷判決・民集第16巻第12号2422頁の趣旨とすると
ころも、結局これと同旨に帰すると解される。）。蓋し、組合契約によって結成
された団体において、組合財産の帰属又は個々の組合員の組合財産に対する権
利について民法の定めと異なる定めをすることはもとより可能であり、そこで
組合員の組合財産に対する共有の持分権が否定されるなど組合財産が総組合員
に総有的に帰属するものとされ、かつ、代表者の定めがある場合においては、
右の団体にその名において訴え又は訴えられる資格を認めて代表者に訴訟を追
行させても、訴訟の結果が構成員各自の権利を害したり実体上の権利関係と齟
齬を来たすようなこともなく、そのようにすることがかえって実際上の必要性
にも適合する所以であるからである。」「Ｘは、先にみたようないわゆる権利能
力なき社団に該当すると言うことはできないとしても、Ｘの構成員たるＡ会社
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の債権者は、専らその債権の公平、確実な回収を図るという特定の共同目的を
遂行するために、それぞれが有する債権を出資し、Ａ会社からの譲受債権の保
全及び回収の業務を行ない、その回収金を配当として分配を受けるべく団体を
結成したものであって、Ｘは民法上の組合契約によって結成された団体という
ことができる。そして、Ｘは、多数の債務者から売掛代金債権を回収しこれを
分配するまで存続することを予定したある程度継続的な存在であって、その代
表者及び事務所が定められ、取引社会において個々の組合員とは別個の一つの
組織体としての実質を持つものであり、専らＡ会社から譲り受けた売掛代金債
権を回収してこれを構成員の債権額に応じて公平に配分するということのみを
共同の目的とするものであって、それ以外の事業を行なうものではなく、組合
財産といっても、結局、実質的にはＡ会社から譲り受けた売掛代金債権の回収
金のみであって、それは組合の解散にあたって残余財産として組合員の各債権
額に応じて分配することが当初から予定されているのであるから、Ｘの構成員
である各組合員は組合財産に対する共有の持分権や分割請求権を有しないもの
ということができ、これに先に認定したようなＸの組織及び活動の実態を総合
すると、Ｘの組合財産は、総組合員に総有的に帰属しているものと解するのが
相当である。」「したがって、Ｘは、民事訴訟法第46条所定の「法人ニ非サル社
団」で代表者の定めのあるものとして、訴訟当事者能力を有するものというべ
きである。」

［５］那覇地方裁判所平成６年３月30日判決6）

　［事案の概要］Ｘ（硫黄鳥島入会組合）がＹ（国）らに対して、本件係争地（硫
黄鳥島全体のうち、国有地を除く部分）について共有の性質を有する入会権を
有することの確認を求めて訴えを提起。その中でＹらは、Ｘは単なる民法上の
組合にすぎず、当事者能力を有しないと主張したのに対して、Ｘは自らを「生
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 6）　判例地方自治130号55頁。なお、控訴審である福岡高等裁判所那覇支部平成７年12
月12日判決（判例地方自治155号71頁）も、同じくXを権利能力なき社団であると認
定している。

	



活共同体としての部落である硫黄鳥島区という入会集団の構成員あるいはその
承継者である子孫を原始構成員として結成されたものであり、結合の目的・加
入資格・機関・運営手続等を定めた規約を有する団体であるから権利能力を有
する。入会権の主体である入会集団が入会組合という名称の下に組織されてい
るときは、これを権利能力なき社団に準ずるものとして当事者能力が認められ
る」と主張した。
　［判旨］（入会権の存在を認めることができないという理由により）棄却。た
だし当事者能力に関しては、次のように判示された。「Ｘは、…代表者の定め
があり、組合の目的、組合員の資格の得喪、組合の機関、財産の管理等団体と
して主要な点が定められており、個々の組合員から独立した独自の社会的存在
と認めることができるものであるから、Ｘは、いわゆる権利能力なき社団とし
て、民事訴訟法46条により、当事者能力が認められる。」

［６］東京高等裁判所平成17年５月25日判決7）

　［事案の概要］ＸはＹ（新横田基地公害訴訟団）の団員であり、Ｙの管理す
る備え付け帳簿等の閲覧ないし写しの交付を求めたが、拒否された。そこでＸ
がＹに対して、精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払いを求めて訴えを提起。
原審（東京地方裁判所八王子支部平成16年12月22日判決、判例集未登載）は、
Ｙは権利能力なき社団とはいえず当事者能力がないとして訴えを却下したた
め、Ｘが控訴。
　［判旨］原判決取消・差戻し。「民事訴訟法29条に規定する法人でない社団と
いえるためには、団体としての組織を備え、多数決原理が支配し、構成員の変
動にも拘わらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の
運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを要すると
解される（最高裁昭39年10月15日第一小法廷判決・民集18巻８号1671頁参照）。」
「Ｙは、団体としての組織を備え、その最高機関である総会や執行機関である
幹事会の決議方法等についての明文規定がないけれども（特段の規定がない以
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上、決議方法等は、全会一致もしくは多数決によるとみるのが相当である。）、
代表者機関、意思決定及び執行機関を備え、財産の管理その他団体としての主
要な点が確定しており、Ｙの団体としての性質上、団体構成員の変更にかかわ
らずなお同一性を保有しながら存続を続ける独立の存在、すなわち、Ｙは、法
人格はないけれども、社団としての実体を有する団体であると認められる。」「し
たがって、Ｙは、民事訴訟法29条により当事者能力を有するものというべきで
ある。」

［７］名古屋高等裁判所平成22年３月５日判決8）

　［事案の概要］Ｘ有限会社は、Ａが発行する株式、新株予約権等に投資する
ことを目的として結成された団体Ｂの非業務執行組合員であるところ、平成17
年事業年度の法人税に係る確定申告において、新株予約権に係る収益を計上せ
ず、その後、同収益を計上して修正申告したため、処分行政庁から過少申告加
算税の賦課決定を受けた。そこでＸがＹ（国）らに対して、確定申告において
同収益が平成17年事業年度の益金に当たるとして税額計算の基礎としていな
かったことについては、国税通則法65条４項の「正当な理由」があると主張し
て、本件決定の取消しを求めて訴えを提起。
　原審（名古屋地方裁判所平成21年９月９日判決・税務訴訟資料259号順号
11266）は、Ｂは民法上の組合であり、本件組合契約では組合財産は組合員ら
の共有とされ、各組合員はその出資口数の割合に応じて案分した持分を有する
とされていること等を理由としてＸの請求を棄却したため、Ｘが控訴。控訴審
において、Ｘは次のような主張を付加した。すなわち、Ｂは、その構成員であ
る組合員とは別に社会的実在として存在し、民事訴訟法等でその主体性が認め
られる権利能力なき社団である。本件においては、ＢがＡから本件新株予約権
を付与され、Ｂの業務執行組合員がその判断によってＡに対して本件新株予約
権を行使して、Ｂが新株を取得し、その後ＢがＸに対して新株を譲渡したので
ある。したがって、本件新株予約権を行使して新株を取得したのはＢであって
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Ｘではないから、Ｘには本件新株予約権あるいは新株の取得に伴う経済的利益
はない、というものである。
　［判旨］控訴棄却。「Ｂは、本件組合契約で民法上の組合であることが明記さ
れ、その実体が……本件組合契約の内容等のとおりであることからすると、民
法上の組合であることは明らかであり、また、Ｂは本件新株予約権を有利な発
行価額で取得したことによる収益を計上していないから、Ｂにおいて営まれる
事業から生じる利益金額又は損失金額は、各組合員に直接帰属すると評価する
のが相当であり、Ｂが本件新株予約権の帰属主体というのは実情に沿わず、そ
れに係る経済的利益を得たとは認められない。」

［８］大阪地方裁判所平成23年３月17日判決9）

　［事案の概要］Ｘ株式会社は、その従業員持株会であるＡ持株会から、貸付
金についてＸの発行済株式によって代物弁済を受けたところ、処分行政庁から、
当該代物弁済により消滅した債権のうち、取得した株式に対応する資本等の金
額を超える部分は「みなし配当」（所得税法25条１項柱書および５号）に該当し、
Ｘには所得税法181条１項に基づく源泉徴収義務があるとされ、源泉徴収に係
る所得税の納税告知処分および不納付加算税の賦課決定処分を受けた。そこで
ＸがＹ（国）に対して、みなし配当に当たらない等と主張してこれらの処分の
取消しを求めて訴えを提起。Ｘは「Ａ持株会は、その運営実態等に照らせば、
人格のない社団の実体を有する団体として実在しており、人格のない社団であ
るから、仮に、本件代物弁済がみなし配当に該当するとしても、その受給者は
社団であるＡ持株会とされるべきところ、本件課税処分は、Ａ持株会が民法上
の組合であり、会員（組合員）が受給者であることを前提としてされており、
受給者を誤っていることから、違法というべきである」と主張したのに対して、
Ｙは、Ａ持株会はその規約（第１条）において「民法667条１項の定めに基づ
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 9）　税務訴訟資料261号順号11644。
	



く組合として組織する」としており、民法上の組合として設立されたものであ
ることを明らかにしている等として、Ａ持株会は民法上の組合であると主張した。
　［判旨］請求棄却。「一般に従業員持株会については、権利能力なき社団とし
て組織することも、民法上の組合とすることも可能であると考えられるところ、
特定の従業員持株会がそのいずれであるかは、一般に団体がそれを構成する当
事者の意思によって創設・維持されるものであることからすれば、法律行為の
解釈に関する一般原則と同様に、当該従業員持株会の運営実態等から当事者の
意思を合理的に解釈して決するのが相当である。」「これをＡ持株会についてみ
れば、Ａ持株会は、これを権利能力なき社団（人格のない社団）として組織す
ることが可能であったと考えられるにもかかわらず、本件規約１条で、あえて
民法上の組合として組織することを明確に宣言し、自らを民法上の組合として
扱っているところ、昭和63年に実施された本件規約の上記条項は、今日に至る
まで改正されていない。また、あえて実体と異なるものとして上記条項を定め
なければならない合理的な理由は見当たらず、これをうかがわせる証拠もない
ところである。」
　そのうえで、Ａ持株会の規約や運営実態等を検討し、Ａ持株会は、昭和39年
判決の示した権利能力なき社団の成立要件を充足しているように見えるもの
の、昭和39年判決は「法人格のない団体が権利能力なき社団として認められる
ための必要条件を示したものであって、判示された要件を充足する場合には必
ず権利能力なき社団であると解すべきである旨判示したものではないから、本
件持株会が上記判決（昭和39年判決。執筆者注）の示した要件を充足するとし
てもそのことから直ちに人格なき社団に当たるということにはならない。」「A
持株会の運営実態等に係る事実から当事者の意思を合理的に解釈すれば、Ａ持
株会は、税法上の扱いに即して、民法上の組合という組織形態を積極的に選択
した上、これに沿った運営が行われてきたことは明らかであり、以上によれば、
Ａ持株会の法的性格は民法上の組合であると認めることができる。」
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［９］東京地方裁判所平成23年７月19日判決10）

　［事案の概要］Ｘらは、それぞれ外国信託銀行である本件各受託銀行との間
で本件各受託銀行を受託者とする本件各信託契約を締結したところ、本件各受
託銀行は、自らがリミテッド・パートナーとなり、本件各ジェネラル・パート
ナー等との間で、アメリカ・デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシッ
プ法に準拠して本件各リミテッド・パートナーシップ（以下、LPS）を組成す
る旨の本件各契約を締結するとともに、本件各LPSに対し、本件各信託契約に
基づいて拠出されたＸらの現金資産を出資し、本件各LPSにおいて、アメリカ
所在の中古集合住宅である本件各建物の購入・賃貸等の管理運営を内容とする
海外不動産投資事業を行った。
　Ｘらが、本件各建物の貸付けに係る所得が所得税法26条１項所定の不動産所
得に当たり、その賃貸料等を収入金額とし、減価償却費等を必要経費として不
動産所得の金額を計算すると損失の金額が生ずると主張して、その減価償却費
等による損益通算をして所得税の確定申告書もしくは修正申告書を提出し、ま
たは当該損益通算をせずに確定申告書もしくは修正申告書を提出した後、上記
損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ、処分行政庁から、
本件各建物の貸付けに係る所得が不動産所得に該当しないとして、所得税の各
更正処分および各過少申告加算税賦課決定処分または各更正の請求に対する更
正をすべき理由がない旨の各通知処分等を受けたことから、Ｙ（国）を相手取っ
て、これらの処分がいずれも違法であるとして、それらの取消しを求めて訴え
を提起。
　Ｙは「所得税法所定の「人格のない社団」（同法２条１項８号）とは、原則
として、［１］団体としての組織を備え（要件［１］）、［２］多数決の原則が行
われ（要件［２］）、［３］構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し（要
件［３］）、［４］その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その
他団体としての主要な点が確定しているもの（要件［４］）をいうと解されるが、
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10）　判例タイムズ1400号180頁。なお、判決中では、本件各LPSの法人該当性も争点の
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必ずしも上記４要件の全てを独立して厳格に満たす必要はなく、むしろ社団性
認定のための指標として、各要件相互の関係で柔軟に解釈され得るものという
べきである。」とし、この４要件それぞれについて検討したうえで、本件各
LPSは「人格のない社団（権利能力のない社団）に該当し、我が国の租税法に
おける独立した損益の帰属主体となる。」と主張した。これに対してＸらは「人
格のない社団に該当するためには、Ｙ主張に係る要件［１］～［４］の全てを
独立して満たす必要がある。」とし、この４要件それぞれについて検討したう
えで、本件各LPSは人格のない社団（権利能力のない社団）に該当しない、と
反論した。
　［判旨］一部認容、一部棄却。「ある団体（事業体）が租税法上の人格のない
社団に該当するというためには、〈１〉団体としての組織を備え（要件〈１〉）、
〈２〉多数決の原則が行われ（要件〈２〉）、〈３〉構成員の変更にもかかわら
ず団体そのものが存続し（要件〈３〉）、〈４〉その組織によって代表の方法、
総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの（要
件〈４〉）でなければならないと解される（前掲最高裁昭和39年10月15日第一
小法廷判決参照）」。「組合契約その他の契約に基づいて組成された団体が上記
の租税法上の人格のない社団の要件（要件〈１〉～〈４〉）に該当するか否か
を検討する場合においては、当該団体が、上記のような任意組合その他の契約
関係により認められる団体性を超えて民法所定の法人の組織、運営及び管理（民
法37条～39条、51条～66条、68条、69条、72条等参照。なお、以上の規定は、
平成18年法律第50号により削除されているが、一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律第２章に以上の規定と同様の趣旨に基づく詳細な規定が置かれて
いる。）に関する規定が予定するところと類似した団体性を有するか否かとい
う観点から検討すべきであると解される。」「本件各LPSは、……民法上の組合
（任意組合）に類似した組織形成、運営等がされることを予定したものにすぎ
ず、少なくとも、民法所定の法人の組織、運営及び管理にみられるような、団
体としての意思決定機関、業務執行機関又は代表機関が置かれるなどの団体と
しての組織を備え（要件〈１〉）、意思決定が構成員の多数決によって行われる
などの多数決の原則が行われている（要件〈２〉）ということはできず、上記
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のような団体としての組織を備えていない以上、本件各LPS契約の定めをもっ
て、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として
の主要な点が確定している（要件〈４〉）ということもできない。」「以上によ
れば、本件各LPSが租税法上の人格のない社団（権利能力のない社団）である
と認めることはできない。」11）

［10］名古屋地方裁判所平成23年12月14日判決12）

　［事案の概要］X１～３が、外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して、ア
メリカ・デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組
成された本件各LPSに対して出資をするとともに、本件各LPSが行ったアメリ
カ所在の中古集合住宅の貸付けに係る所得が、所得税法26条１項所定の不動産
所得に該当するとして、その減価償却等による損金と他の所得との損益通算を
して所得税の申告または更正の請求をしたところ、各処分行政庁から、当該所
得は不動産所得に該当せず、損益通算を行うことはできないとして、それぞれ、
所得税の更正処分および過少申告加算税賦課決定処分または更正の請求に対す
る更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた。そこでＸらがＹ（国）に対
して、本件各処分の取消しを求めて訴えを提起。
　Ｙは「所得税法所定の「人格のない社団」（同法２条１項８号）とは、原則
として、〈１〉団体としての組織を備え、〈２〉多数決の原則が行われ、〈３〉
構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、〈４〉その組織によって
代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定して
いるものをいうと解されるが、必ずしも上記４要件の全てを独立して厳格に満
たす必要はなく、むしろ社団性認定のための指標として、各要件相互の関係で

88 獨協法学第97号（2015年８月）

11）　控訴審判決である東京高等裁判所平成25年３月13日判決（訟務月報60巻１号165頁）
では、アメリカ・デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠し
て設立されたリミテッド・パートナーシップは、日本の租税法上の「法人」と認め
ることができる、との立場が示されている。

12）　税務訴訟資料261号順号11833。なお、判決中では、本件各LPSの法人該当性も争点
の一つとされているが、本稿における問題意識との関係から、ここでは割愛する。

	



柔軟に解釈され得るものというべきである。」そのうえで、本件各LPSは人格
のない社団（権利能力のない社団）に該当し、日本の租税法における独立した
損益の帰属主体となると主張した。これに対してＸらは「人格のない社団に該
当するためには、Ｙ主張に係る要件〈１〉ないし〈４〉の全てを独立して満た
す必要がある。」「本件各LPSは、ジェネラル・パートナー１名とリミテッド・パー
トナー１名又は２名間の契約関係が存在するにすぎず、意思決定のための内部
組織を備えておらず（要件〈１〉）、本件各LPSの管理運営・業務執行が原則的
にジェネラル・パートナーのみにより行われることとされ（本件各LPS契約2.1
条）、多数決は行われていない（要件〈２〉）。また、本件各LPSは、構成員が
１人になるとそのまま存続できないことから……、構成員の変更にもかかわら
ず団体が存続するとはいえない（要件〈３〉）。そして、本件各LPSは、現在の
代表から次の代表を決めるルールが設けられておらず、総会の運営や財産の管
理に関する規定もないから、正に当事者間の契約にすぎないのであって、団体
としての主要な点が確定しているとはいえない（要件〈４〉）。」として、本件
各LPSは人格のない社団（権利能力のない社団）に該当しない、と主張した。
　［判旨］一部却下、一部認容（X２の一部請求のみを却下し、それ以外の請求
を認容）。「租税法上の人格のない社団等については、民事実体法における権利
能力のない社団と同義であると解されるから、ある団体（事業体）が租税法上
の人格のない社団に該当するというためには、〈１〉団体としての組織を備え（要
件〈１〉）、〈２〉多数決の原則が行われ（要件〈２〉）、〈３〉構成員の変更にも
かかわらず団体そのものが存続し（要件〈３〉）、〈４〉その組織によって代表
の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している
もの（要件〈４〉）でなければならないと解される（昭和39年最判参照）」。「本
件各LPSは、その管理及び運営に関する独占的権限を有する本件各GP（ジェネ
ラル・パートナー。執筆者注）と、その解任権限を一定の条件の下に与えられ
た各リミテッド・パートナーで構成され、構成員の財産とは区別された独自の
財産を有し、本件各LPS契約にはその管理の方法等や契約内容の多数決による
変更に関する定めがあり、本件各LPS契約が定める限定された要件の下でパー
トナーの交代にもかかわらず存続する……ものではあるものの、団体として、
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構成員による意思決定のための内部組織を備えているとはいえないから、上記
要件〈１〉の団体としての組織を備えていないといわなければならない。また、
団体としての組織を備えていない以上、本件各LPS契約の定めをもって、その
組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な
点が確定しているということもできず、上記要件〈４〉も欠いているというべ
きである。」「したがって、本件各LPSを租税法上の人格のない社団等であると
認めることはできない。」13）

［11］大阪高等裁判所平成24年２月16日判決14）

　前記［８］の控訴審判決である（Ｘが控訴）。
　［判旨］控訴棄却。「Ａ持株会では、平成12年以降、未配分株式数が毎年100
万株以上の割合で増加し、これらを早急に解消する必要性があったが、本件代
物弁済によって……未配分株式を一度に処理するまでには、本件規約１条を改
正する等、Ａ持株会が民法上の組合でないことを組織上・外形上からも明らか
にする措置を何ら採らなかったばかりか、配分済株式については、パス・スルー
課税を受けてきたことが認められる。」「以上の未配分株式の取扱い等によれば、
Ａ持株会では、設立から本件代物弁済に至るまで、Ａ持株会が民法上の組合で
あることを前提とした運営がされており、未配分株式についてパス・スルー課
税の扱いを受けていないことも、Ａ持株会において権利帰属の実体に即した会
員らへの割当てを取らず、その便益を享受することをしなかったというにすぎ
ない。」

［12］東京地方裁判所平成24年８月30日判決15）

　［事案の概要］英国領バミューダ諸島の法律に基づいて組成されたLPSであ
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13）　なお、控訴審である名古屋高等裁判所平成25年１月24日判決（平成24年（行コ）
８号／平成24年（行コ）37号。判例集未登載）でも、この第一審判決が維持されて
いる。

14）　税務訴訟資料262号順号11882。
15）　金融・商事判例1405号30頁。なお、判決中では、本件各LPSの法人該当性も争点の

	



り、かつ特例パートナーシップ16）であるＸが、処分行政庁から、国内源泉所得
である匿名組合契約に基づく利益分配金について法人税申告書の提出がなかっ
たとして、法人税についての決定処分および無申告加算税の賦課決定処分を受
けたことに対し、Ｘは、日本の法人税法上の納税義務者に該当せず、国内源泉
所得である匿名組合契約に基づく利益分配金を受領した事実はないと主張し
て、Ｙ（国）に対し、主位的請求として本件各決定に係る納税義務が存在しな
いことの確認を求め、予備的請求として、本件各決定の取消しを求めて訴えを
提起。
　Ｙは、法人税法所定の「人格のない社団等」（同法２条８号）とは、原則と
して［１］団体としての組織を備え、［２］多数決の原則が行われ、［３］構成
員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、［４］その組織によって代表
の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している
ものをいうと解されるが、必ずしもこれら４要件の全てを独立して厳格に満た
す必要はなく、むしろ社団性認定のための指標として、各要件相互の関係で柔
軟に解釈され得るものというべきであるとしたうえで、Ｘはこれら４要件を満
たしているから、「人格のない社団等（権利能力のない社団）に該当し、我が
国の租税法における独立した損益の帰属主体となる」と主張した。これに対し
てＸは「Ｘの本質は、ジェネラル・パートナーとリミテッド・パートナー間の
我が国の組合に類似した契約関係であるということに尽きるのであって、〈１〉
団体としての意思決定機関（社員総会など）、業務執行機関（理事会など）又
は代表機関（代表理事など）が置かれるなどの団体としての組織を備えている
とは到底いえない以上、〈２〉代表の方法（社員の多数決により理事を選任し、
選任された理事の多数決で代表理事を選任するなど）、総会の運営（定足数の
計算、決議は単純多数決か特別多数決か、議長は誰かなど）、財産の管理その
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一つとされているが、本稿における問題意識との関係から、ここでは割愛する。
16）　判決文によると、「特例パートナーシップ」とは、1992年EPS法（Exempted Partnership 

Act 1992）７条１項の要件を満たすパートナーシップのことであり、バミューダに
おいては、所得（利益）に対する課税が免除されている。

	



他団体としての主要な点が確定しているとも到底いえない」から、人格のない
社団等（権利能力のない社団）に該当しない、と主張した。
　［判旨］主位的請求棄却、予備的請求認容。「ある団体（事業体）が租税法上
の人格のない社団等に該当するというためには、〈１〉団体としての組織を備
え（要件［１］）、〈２〉多数決の原則が行われ（要件［２］）、〈３〉構成員の変
更にもかかわらず団体そのものが存続し（要件［３］）、〈４〉その組織によっ
て代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定し
ているもの（要件［４］）でなければならないと解される（前掲最高裁昭和39
年10月15日第一小法廷判決参照）」。「他方、民法は、各当事者が出資をして共
同の事業を営むことを約することによってその効力を生じる組合契約（667条
１項）に基づき、……総組合員の共有に属するものとしてある程度の独立性を
有する各組合員の出資その他の組合財産を形成し（668条、676条、677条）、組
合の業務の執行を組合員の過半数又は組合契約でこれを委任した者（業務執行
者。これが複数ある場合にはその過半数による。）により行い（670条）、組合
員の脱退（678条、679条）等により組合員が変動したとしても、組合の目的で
ある事業の成功又はその成功の不能という組合の解散事由（682条）が生じる
までは組合がその同一性を欠くことなく存続するものとして、組合に一定の団
体性を有する組織形成や運営等がされることを予定し、このような組合をいわ
ゆる社団である法人とは別類型の団体でありながら契約関係として形成するこ
とを認めていると解されることに鑑みると、民事実体法上、上記のような一定
の団体性を有する民法上の組合（任意組合）をもって民事実体法における権利
能力のない社団（法人でない社団）とすることは、原則として予定されていな
いというべきである。」「そうであるとすれば、組合契約その他の契約に基づい
て組成された団体が上記の租税法上の人格のない社団等の要件（要件［１］な
いし［４］）に該当するか否かを検討する場合においては、当該団体が、上記
のような任意組合その他の契約関係により認められる団体性を超えて民法所定
の法人の組織、運営及び管理（民法37条ないし39条、51条ないし66条、68条、
69条、72条等参照。なお、以上の規定は、平成18年法律第50号により削除され
ているが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２章に以上の規定と
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同様の趣旨に基づく詳細な規定が置かれている。）に関する規定が予定すると
ころと類似した団体性を有するか否かという観点から検討すべきであると解さ
れる。」「Ｘは、……民法上の組合（任意組合）に類似した組織形成、運営等が
されることを予定したものにすぎず、少なくとも、民法所定の法人の組織、運
営及び管理にみられるような、団体としての意思決定機関、業務執行機関又は
代表機関が置かれるなどの団体としての組織を備え（要件［１］）、意思決定が
構成員の多数決によって行われるなどの多数決の原則が行われている（要件
［２］）ということはできず、上記のような団体としての組織を備えていない
以上、……その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体
としての主要な点が確定している（要件［４］）ということもできない。」「以
上によれば、Ｘが租税法上の人格のない社団等であると認めることはできない。」

［13］東京高等裁判所平成26年２月５日判決17）

　前記［12］の控訴審判決である（Ｙが控訴）。
　Ｙの主張は原審とほぼ同じである。すなわち、昭和39年判決を引用し「人格
のない社団等（権利能力のない社団）に該当するための要件は、〈１〉団体と
しての組織を備え、〈２〉多数決の原則が行われ、〈３〉構成員の変更にもかか
わらず団体そのものが存続し、〈４〉その組織により代表の方法、総会の運営、
財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることである（最高裁昭
和39年10月15日第一小法廷判決・民集18巻８号1671頁・・）。Ｘは、上記〈１〉
ないし〈４〉のすべての要件を満たし、組織の構成、存続及び運営等のいずれ
の点においても、任意組合におけるそれを超え、人格のない社団等というにふ
さわしい団体性を有している。なお、これらの要件は、すべて独立して厳格に
満たされることが要求されるものではなく、むしろ社団性を認定するための指
標であり、各要件相互の関係で柔軟に解釈され得るものであり、……Ｘは、構
成員から独立した団体としての実質を有しており、人格のない社団等の要件を
満たしている」というものであった。
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17）　判例時報2235号３頁。
	



　［判旨］控訴棄却。「人格のない社団等（権利能力のない社団）に該当するた
めの要件は、最高裁昭和39年判決に従い、〈１〉団体としての組織を備え、〈２〉
多数決の原則が行われ、〈３〉構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存
続し、〈４〉その組織により代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体
としての主要な点が確定していることが必要である」ところ、「人格のない社
団等は、事柄の性質上、法人格を有しないこと以外の点では、法人と同様の実
質を有していることが必要であり、上記各要件は、その識別のための基準であ
る。そうすると、Ｙの主張するように各要件を相対化することは相当とは解さ
れず、４つの要件が独立して満たされる必要があると解すべきである。」その
うえで、Ｘが各要件を具備しているとみることはできないか、または具備する
とみることには疑問があるため、「Ｘは、法人税法２条８号の「人格のない社
団等」に該当せず、したがって、同法４条２項ただし書による納税義務者に当
たるということはできないから、法人税の納税義務を負うことはない。」

３　小　括

　まず、裁判例［１］と裁判例［３］以外は、問題となっている団体が、当事
者能力に関して民事訴訟法29条の「法人でない社団」（旧46条の「法人ニ非サ
ル社団」）に該当するか否か、または、損益の帰属主体に関して各種税法（所
得税法２条１項８号等）における「人格のない社団」に該当するか否かが争わ
れた事案である。そのため民法における権利能力なき社団概念の問題としてで
はなく、これら各規定の個別の解釈問題として処理すればよいともいえる。実
際、裁判例［４］では、最判昭和37年12月18日民集16巻12号2422頁を引用し、
一定の場合には民法上の組合も民事訴訟法（旧）46条の「法人ニ非サル社団」
に該当するとの判断を示している。その一方で、他の裁判例では、例えば裁判
例［10］において「租税法上の人格のない社団等については、民事実体法にお
ける権利能力のない社団と同義であると解される」と判示される等、「法人で
ない社団」「人格のない社団」は民法上の権利能力なき社団と同じものである
との前提に立ったうえで、これらに該当するか否かの判断基準として昭和39年
判決を用いる傾向がみられ、実際、裁判例［６］、［８］、［９］、［10］、［12］お
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よび［13］では昭和39年判決が引用されている。なお、昭和39年判決が基準と
されている結果、法人格取得の可能性（法人格を取得できるにもかかわらず取
得していないこと）については、2008年の一般法人法施行以降の裁判例におい
ても、考慮されていないことは注目される。
　問題となっている団体が権利能力なき社団に該当するとの主張については、
団体構成員または団体自身の側が主張したのが、裁判例［１］、［３］、［４］、［５］、

［７］、［８］（［11］）であり、反対に相手側が主張したのが、裁判例［２］、［６］、
［９］、［10］、［12］（［13］）である（ただし［９］、［10］、［12］（［13］）は全て
リミテッド・パートナーシップをめぐる裁判例であり、かつ事案の概要・当事
者の主張・判示内容に一定程度の共通性がみられる）。そのため「権利能力な
き社団概念は、団体自身や団体構成員に対して法人同様の諸利益をもたらすも
のであり、したがって法人格を取得できるにもかかわらず取得しないでいる団
体や団体構成員に対しては、そのような諸利益を与える必要はない」との見解
は、少なくとも本稿において取り上げた裁判例に関しては、必ずしも当てはま
るわけではないようである。むしろ、裁判例［６］にみられるように、団体債
権者等の相手方保護（債務負担等を回避する目的で、権利能力なき社団が自ら
を民法上の組合であると主張することを許さない）の観点から、法人格取得の
可能性とは関係なく、当該団体が権利能力なき社団に該当することを認めるべ
き場合もあるのではないか。もっとも、権利能力なき社団と民法上の組合との
区別の基準それ自体が一個の問題であり、また当該団体が民法上の組合である
ことを団体債権者が熟知していた場合等、団体の相手方が常に保護に値する存
在であるとも限らない以上、最終的には事案に応じた解決を図るしかないと考
える。

三　結びに代えて

　権利能力なき社団概念は、民法のみならず民事訴訟法や各種税法においても
重要な役割を果たしているのが現状であり、一般法人法の施行によって営利を
目的としない団体にもひろく法人格を取得する途が開かれたからといって、権
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利能力なき社団概念を不要なものとして一概に否定することは影響が大きいの
ではないか。また、団体債権者等、団体の相手側が当該団体を権利能力なき社
団であると主張する場合があることを考慮すると、法人格取得の可能性を持ち
出して、当該団体を権利能力なき社団として認めないことは適切でない。むし
ろ、多くの裁判例と同様に、昭和39年判決に基づいてもっぱら当該団体の実体
に着目し、権利能力なき社団として認めるか否かを決定すべきであると考える。
　もっとも本稿では、検討の対象とする裁判例をかなり限定したため、今後は
より広く、権利能力なき社団概念の必要性を検討する必要があるであろう。ま
たその際には、一般法人法の施行により、権利能力なき社団という団体形式を
「積極的に」選択するケースは従来よりも減少しているであろうことも考慮に
入れる必要があると考える。

96 獨協法学第97号（2015年８月）


